
 
 
 

１．当初の契約の際に提出する書類について 

　　落札者は、下記の書類を作成のうえ、管財契約課へ提出すること。 

※様式は市ホームページ(様式集(工事・委託))からダウンロードすること。コンサルタント業務にお

いては、技術者等の名称を適宜変更して使用すること。 

なお、公告文、仕様書等で様式の指定があった場合はその様式で提出すること。 

 提出書類 説　　　　明

 

建設工事等請負契約書

・工事：市ホームページ(様式集(工事・委託))に掲載したものを使用 

委託：長野県設計等委託標準約款に準じる 

・２通提出（うち１通に収入印紙を貼付） 

・契約日は落札決定日の翌日から起算して５日以内とする。 

（５日目が休日等の場合はその翌開庁日まで） 

建設工事のみ 「建設工事の契約書の条文の削除等について」参照

 
工程表

・工程表の届出日は、原則として契約締結日とする。 

・工期の初日は、契約締結日の翌日から起算して１０日以内とする。

 

現場代理人及び主任 

技術者等の通知

・現場代理人は原則として他の工事の現場代理人、主任技術者等のいずれ 

とも兼任不可（兼任をする場合は兼任届を提出すること）。 

・契約金額 4,500 万円以上（建築一式工事は 9,000 万円以上）の工事にお

ける主任技術者は、専任配置が必要。 

・下請総額が 5,000 万円以上（建築一式工事は 8,000 万円以上）の工事は、

監理技術者の専任配置が必要。

 

経歴書

・現場代理人と主任技術者等が別の場合、それぞれ作成すること。 

・主任技術者等は３か月以上の雇用関係が必要。 

・氏名欄には本人の氏名を記載し、本人が押印すること。

 

請負代金内訳書 

※設計金額（税込）が

200 万円を超える工事の

み

・請負代金内訳書の提出日は、原則として契約日とする。 

・様式は任意とするが、必ず次の事項を記載し、1枚目に代表者印を押印す

ること。 

①提出日、②宛先（千曲市長）、③受注者の住所・氏名、④工事名、⑤工事

箇所名、⑥工期、⑦入札時に提出した積算内訳書と同じ項目が記載された

請負代金の内訳、⑧法定福利費（事業主負担分）に加え、材料費、労務費、

建退共掛金、安全衛生経費

建設工事等の契約手続きについて 令和８年５月１日から適用 

修正箇所は赤字



 

書類作成・提出上の注意点等 

　・契約書類は、落札決定日の翌日から起算して５日以内に提出すること（５日目が休日等の場合はそ

の翌開庁日まで）。 

 

・契約書の所定の箇所（具体的には「２．建設工事契約約款の条文の削除等について」を参照）、「現

場代理人及び主任技術者等の通知」、「工程表」の余白上部に捨印を押すこと。 

 

　・契約書等の返却は、管財契約課の窓口で行う。 

 

 

 

契約保証

・原則：契約保証は、全ての受注者が納める必要あり。 

例外：「予定価格(税込)1,000 万円未満の工事」と「業務委託」は、条件

を満たせば保証金の免除を申請可能。 

・免除を申請する場合は、「過去の実績に関する申出書」を提出すること。 

（免除可能な条件は「建設工事及び建設コンサルタント等の業務委託に係

る契約保証の取扱い　別紙　建設工事等の契約保証免除に係る千曲市財

務規則第 124 条第 3 項第 3 号の用語定義」を参照すること。）

 契約保証金の免除を申請

する場合のみ、必ず提出 

過去の実績に関する 

申出書

・当該工事(業務)の履行実績が分かる書類を添付すること。 

（契約書の写し可） 

※コリンズテクリスで確認できる場合は、添付不要

 現場代理人の兼任をする

場合は、必ず提出 

現場代理人兼任届 

連絡員配置届

・兼任が可能な件数は３件までとする。 

・兼任が可能な案件は、原則として（当初契約の）金額 4,500 万円未満の

工事に限る。 

・その他不明な点は問い合わせること。

 原則として技術者の専任

を要する工事で技術者の

兼務をする場合は、必ず提

出 

技術者兼務届

・監理技術者を兼務する場合は、工事現場毎に専任の監理技術者補佐を置

くこと。 

・専任を要する主任技術者と監理技術者とは兼務することができない。 

・兼務が可能な工事は、2件までとする。



２．建設工事の契約書の条文の削除等について 

下記のとおり条文の見え消しをし、余白上部に削除内容等を記載のうえ捨印を押印する。 

※契約書は必ず最新の様式（市ホームページ様式集参照）を使用すること。 

※議会の議決が必要な工事、債務負担行為に係る工事など、別途管財契約課から契約書作成にあたり 
　必要な事項を連絡することがある。 

 条文 削除内容等 適用工事

 表紙
７　調 停 人 

10　住宅建設瑕疵担保責任保険　　別紙のとおり

工事現場から建設発生土を搬出する

予定である工事 

23 字削除

 
７　調 停 人 

８　建設発生土の搬出先等　　建設発生土の搬出先

については設計図書に定めるとおり 

10　住宅建設瑕疵担保責任保険　　別紙のとおり

工事現場から建設発生土を搬出する

予定ではない工事 

59 字削除

 第 3条 （請負代金内訳書及び工程表） 

受注者は、この契約締結後５日以内に設計図書に基

づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及

び工程表を作成し、発注者に提出しなければならな

い。 

２　内訳書には、材料費、労務費、法定福利費～に係

る掛金を明示するものとする。 

３　内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束

するものではない。

設計金額（税込）が 200 万円以下の

工事 

264 字削除

 第 3 条

の 2
（適正な労務費の確保等） 
第３条の２（Ｂ）　発注者及び受注者は～掲げる書面

を提出するものとする。

※原則は（Ａ)を使用するため、（Ｂ）

を削除とするが、場合によって（Ａ）

を使用するときは別途協議する。 
第 3 条の 2(B)の削除

 第 10条 （A）〔専任の〕主任技術者 

（B）〔監理技術者資格者証の交付を受けた 

専任の〕監理技術者 

 （C）監理技術者補佐（建設業法第 26 条第 3 

　　　項第 2号に規定する者をいう。以下同じ。）

契約金額が 4,500 万円（建築一式は

9,000 万円）未満の工事 

 78 字削除 



 

（A）〔専任の〕主任技術者 

（B）〔監理技術者資格者証の交付を受けた 

専任の〕監理技術者 

（C）監理技術者補佐（建設業法第 26 条第 3 

　　　項第 2号に規定する者をいう。以下同じ。）

専任の主任技術者を必要とする工事 

 70 字削除 

 
（A）〔専任の〕主任技術者 

（B）〔監理技術者資格者証の交付を受けた 

専任の〕監理技術者 

　（C）監理技術者補佐（建設業法第 26 条第 3 

　　　項第 2号に規定する者をいう。以下同じ。）

専任の監理技術者を必要とする工事 

 54 字削除 

 
（A）〔専任の〕主任技術者 

（B）〔監理技術者資格者証の交付を受けた 

専任の〕監理技術者 

　（C）監理技術者補佐（建設業法第 26 条第 3 

　　　項第 2号に規定する者をいう。以 

下同じ。）

専任の監理技術者補佐を置くこと

で、監理技術者の兼任を認める工事 

 16 字削除 

 第 38条
契約金額が 50万円未満の場合 

部分払いの適用がないため、全文削除

契約金額が 50万円未満の工事 

第 38 条削除 



　 
 
 

３．変更契約の際に提出する書類 

 
部分払いの上限回数を記入する。 

記入する回数は次表のとおり。 

○字　加入　 

※字数を記入

 50 万円以上 

 500 万円未満

1 回

 500 万円以上 

 1,000 万円未満

2 回

 1,000 万円以上 

 3,000 万円未満

3 回

 3,000 万円以上 

 5,000 万円未満

4 回

 5,000 万円以上 

1 億円未満

5 回

 

1 億円以上

契約金額から5,000万円を減

じて得た額を5,000万円で除

して得た数の整数部分に5を

加えて得た回数

 提出書類 説　　　　明

 

変更請負契約書

・工事：市ホームページ(様式集(工事・委託))に掲載したものを使用。 

委託：長野県に準じる。 

・２通提出（うち１通には収入印紙を貼付）

 
変更工程表

・工程に変更が生じた場合のみ提出。 

・色分け等で変更前と変更後が分かるように作成をすること。

 

変更保証書

当初契約時に契約保証を納めている場合において 

・工期変更の場合は、保証内容の変更が必要(保証書等の場合のみ) 

・増額変更の場合は、条件により免除可能（免除可能な条件は「建設工事及

び建設コンサルタント等の業務委託に係る契約保証の取扱い」を参照）

 (増額変更時の契約保証

金の免除を申請する場合 

のみ必ず提出） 

過去の実績に関する 

申出書

・当該工事(業務)の履行実績が分かる書類を添付すること。 

（契約書の写し可） 

※コリンズテクリスで確認できる場合は、添付は不要



 
 

４．前金払及び中間前金払について 

（１） 前金払の対象工事は、契約金額 100 万円以上の工事。 
（２） 前金払額は、契約金額の 10 分の 4 以内（上限額　なし）。 
（３） 前金払の請求は、請負契約書が手元に戻ってから行なうこと。 
（４） 中間前金払の対象工事は、契約金額 100 万円以上の工事のうち、前払金の支払を受

けているもの。 
（５） 中間前金払額は、契約金額の 10 分の 2 以内（上限額　なし）。 
（６） 中間前金払を受けるには、市の認定が必要（「中間前金払制度の導入」を参照）。 
（７） 前金払及び中間前金払を受けるには、保証事業会社の保証証書が必要。 
（８） 前金払及び中間前金払の請求は、工事担当課に行なうこと。 
 
 

５．その他 

　これに記載のない事項や不明な点については、必要に応じて契約係に問い合わせること。

千曲市役所　管財契約課　契約係 
℡026-273-1111　(内線 4124)


